
新潟県上越市
JOETSU CITY

上越市まち・ひと・しごと創生
総合戦略の概要

資料４－１



新潟県上越市
JOETSU CITY上越市における地方創生の主な経過

H26・12・ 2 まち・ひと・しごと創生法の施行
（地方版総合戦略の策定努力義務を規定）

H27・ 5・29 上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会の設立

H27・10・29 地方版総合戦略
「上越市まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」
「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

H27・10・29～ ＰＤＣＡサイクルによる事業の実施
・事業の計画（ＰＬＡＮ）
・各種事業の実施（ＤＯ）
・取組の評価・検証（ＣＨＥＣＫ）
・事業の改善検討（ＡＣＴＩＯＮ）

現在

国の経過
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新潟県上越市
JOETSU CITY「上越市まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」①
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＜自然減＞

• 出生は減少傾向、死亡は増加傾向

• 平成14年以降は、死亡が出生を上回る

自然減が続き、平成26年には年間約1

千人の自然減が生じる。

様々な要素が重なり合って生じている人口減少問題に対しては、短期・中長期的
の双方の視点を持ち、「人口減少傾向の緩和」「人口減少社会でも持続可能なま
ちの形成」の二つの方向から政策・施策の展開を図ることが肝要。

＜社会減＞

• 転出が転入を上回る社会減が恒常的に
続く。（H26転出超過：701人）

• 年代別にみると、20～24歳での職業関係

による減少が最も多く、次いで高校卒業
者を含む15～19歳の学業関係による減
少が多い。

＜当市における人口減少の背景＞

＜当市における人口の状況＞
・上越市の人口は、約20万人（※人口ビジョン策定当時の人口）

・昭和22年をピークとして長期的に減少傾向が続く。



新潟県上越市
JOETSU CITY「上越市まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」②

＜将来人口の目標＞

4【上越市の将来人口推計シミュレーション】

合計特殊出生率1.68以上を維持しつつ、転出超過の傾向の改善を図ることによって人口減少傾向の緩和を
図り、 2040年（令和22年）には約16万人以上、 2060年（令和42年）には約12万7千人以上の人口を維持する。
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実績値

（各年国勢調査）

①

②

④

⑤

⑥

③

パターン 合計特殊出生率の仮定 社会移動の仮定

①日本創成会議の推計（準拠）
転出超過が縮小せず
に推移

②国立社会保障・人口問題研究所の推計（準拠）

③市独自推計（②＋出生率1.68） 1.68（2013年実績値）で一定

④市独自推計（②＋希望出生率の実現）

1.68から上昇傾向で推移。2030年に希望出生率
1.84に到達し、以降は1.84で一定
（希望出生率は「上越市若者世代・子育て世代の市民
アンケート」（H27）から算出）

⑤市独自推計（②＋人口置換水準出生率の実現）

⑥市独自推計（⑤＋転出超過の改善）
転出超過が縮小し、
2021年以降はゼロ

 ※ パターン②は、国立社会保障・人口問題研究所が公表した2040年までの推計に、それに準拠した2060年までの推計を追加したもの

低下傾向で推移し、2030年以降は1.52で一定

転出超過が縮小傾向
で推移

1.68から上昇傾向で推移。2030年に人口置換水準
相当の出生率（2.10）に到達し、以降は2.10で一定



新潟県上越市
JOETSU CITY「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」①

＜計画期間＞

H27～R元（5か年）

＜戦略の内容＞

１）全体目標

若者・子育て世代にとって「選ばれるまち」「住み続けたいまち」
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【１】しごとづくり 【２】結婚・出産・子育て

【３】まちの活性化 【４】ＵＩＪターンとまちの拠点性

安定的で魅力ある雇用を創出する 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を
実現しやすい環境を整える

時代にあった地域を形成し、地域間
連携を活性化させる

上越市への多様な人の流れを創出する

２）政策分野と基本目標（数値目標）

基本
目標

数値
目標

働く場が整っていると感じる市民の割合
の向上 （H25： 全体：21.6%、20代以下：27.3%、

30代：23.1%）
＜上越市民の声アンケート＞

基本
目標

数値
目標

上越市を暮らしやすいと感じる市民の
割合の向上
（H25：中心市街地：81.6%、平野部：76.3%

中山間部：72.8%）
＜上越市民の声アンケート＞

基本
目標

数値
目標

出産や子育てがしやすいと感じる市民の割合
の向上（H25： 全体：53.8%、20代以下：54.0%、

30代：52.4%） ＜上越市民の声アンケート＞

基本
目標

数値
目標

市内への観光客入込数：7,600,000人／年（H31）
（H26： 5,437,588人／年））

今後も上越市に住み続けたいと感じる市民の割合
（H25： 全体：75.0%、20代以下：64.6%、

30代：65.7%）＜上越市民の声アンケート＞



新潟県上越市
JOETSU CITY「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」①
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３）取組の方向性

基本目標の達成に向けてどのような政策を推進していくかを明らかにしている。

４）具体的施策、重要業績評価指標（ＫＰＩ）

計画期間のうちに実施する施策を明らかにするとともに、その進捗状況を検証するた
めの指標であるＫＰＩを設定。

５）具体的事業

「具体的施策」を構成する事業で、それぞれの政策分野において、「産・官・学・
金・労・民」のそれぞれの団体の特性を生かし、それぞれの立場から実施する「まち・
ひと・しごとの好循環」の形成に向けた「具体的事業」として位置づけ。

＜第６次総合計画との関係＞

毎年度協議会総会による事業の評価検証

協議会総会、議会による効果検証（ＫＰＩ達成度）

＜効果等の検証＞

本戦略は、第6次総合計画の将来都市像の実現に必要な条件の一つで、その実現に向け

た地域を挙げた取組をとりまとめたもの。



新潟県上越市
JOETSU CITYアクションプラン
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＜個別事業プランリスト＞
• 本戦略を実現していく個別事業プランを、「個別事業リスト」としてとりまとめ、本戦略と一体的に運用を行う。
• 団体間で共有し、PDCAサイクルによる本戦略の評価・検証や、それぞれの事業を推進していく上での他団

体との新たな連携を生み出していくための情報として活用する。

【個別事業プランリスト】



新潟県上越市
JOETSU CITY上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会の概要

○ まち・ひと・しごと創生を実行するうえでは、住民、NPO、民間事業者等の参加・協力が重要。

○ 当市の地方版総合戦略のとりまとめ及びその推進を図るため「産官学金労民」で構成する協議会を組織。

○ 計８回の会議を実施し、「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」をとりまとめ。

○ 総合戦略における基本目標や重要業績評価指標（KPI）の達成度の検証機関の役割を担う。

＜目的＞

＜設立日＞

＜参加団体＞

＜組織＞

＜活動内容＞

・総合戦略のとりまとめ
・総合戦略における基本目標の数値目標及び
重要業績評価指標（KPI）の達成度の検証
検証における住民意見聴取や地方版総合戦略の見直し提言

＜参加団体への支援制度＞

地方創生に向けて、地域における安定した雇用の場の創出や
若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現、まちの活性化
などの取組を「地方版総合戦略」として取りまとめ、その推
進を図る。

H27.5.29

合計：６９団体 (H31.4時点)

・会員：「産・官・学・金・労・民」の１３の団体等
・アクションメンバー：地方創生に資する取組を行う民間団体、

NPO、企業等 ５６の団体等※

①各団体等が対等・協力の関係で参加する任意団体（事務局：市）
②総会及び３つの部会
（しごとづくり部会、結婚・出産・子育て部会、まちの活性化
部会を設置）

※地方創生に資する取組を行う市内で継続した活動実績のある市内の
民間団体、NPO、企業等で、協議会の依頼により会議に参加するもの（ H31.4現在）

１）補助対象事業（以下に示すもの）
①総合戦略に定める具体的施策の実現に資する事業で、
新規性、地域性を有するもの

②総合戦略のプランリストに掲載する事業のうち拡充等する事業
若しくは未実施の取組を実施する事業又は新たに取組む事業

２）補助率
１／２（補助上限額100万円）
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